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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】  被検体内に挿入されると共に、内視鏡シ
ステムに接続されて用いられる内視鏡と、
前記内視鏡に設けられ、該内視鏡の固有の情報を予め保
持すると共に、新たな固有の情報の保持が可能な情報保
持手段と、
前記内視鏡に設けられ、前記情報保持手段が予め保持す
る前記内視鏡の固有の情報の中から該内視鏡自体を識別
するための識別情報を出力する識別情報出力手段と、
前記出力された識別情報に対応する前記内視鏡の使用状
況に関する情報を前記内視鏡が接続された内視鏡システ
ムを介して取得し、取得した情報を該内視鏡の使用状況
に関する固有の来歴情報データとして発生する来歴情報
発生手段と、
前記内視鏡を介して取得された内視鏡画像データの記憶
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が可能な記憶手段と、
前記内視鏡を介して取得された内視鏡画像データ、前記
識別情報出力手段で出力された前記識別情報、及び前記
来歴情報発生手段で発生された前記来歴情報データとを
対応付けて前記記憶手段に格納することにより複数の内
視鏡システムに接続される各内視鏡の一元的管理を可能
とすると共に、前記識別情報に対応する前記来歴情報デ
ータを前記内視鏡の接続された内視鏡システムを介して
前記情報保持手段に出力するように制御する制御手段
と、
を具備しことを特徴とする内視鏡用データファイリング
システム。
【請求項２】  被検体内に挿入されると共に、内視鏡シ
ステムに接続されて用いられる内視鏡と、
前記内視鏡に設けられ、該内視鏡自体を識別するための
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3
識別情報を出力する識別情報出力手段と、
前記出力された識別情報に対応する前記内視鏡の使用状
況に関する情報を取得し、取得した情報を該内視鏡の使
用状況に関する固有の来歴情報データとして発生する来
歴情報発生手段と、
前記内視鏡の使用に伴い該内視鏡の使用時刻情報を自動
発生する時刻発生手段と、
前記時刻発生手段の発生する使用時刻情報に前記内視鏡
を介して取得された内視鏡画像データを関連付けると共
に、該内視鏡画像データ、前記識別情報出力手段で出力
された前記識別情報、及び前記来歴情報発生手段で発生
された前記来歴情報データとを対応付けて記憶する記憶
手段と、
を具備しことを特徴とする内視鏡用データファイリング
システム。
【請求項３】  前記来歴情報発生手段は、前記内視鏡を
洗浄し、該洗浄に関する固有情報を発生する内視鏡洗浄
装置であることを特徴とする請求項２記載の内視鏡用デ
ータファイリングシステム。
【請求項４】  前記固有の使用状況に関する固有データ
は、使用頻度に関する固有データであることを特徴とす
る請求項１または２記載の内視鏡用データファイリング
システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、内視鏡画像や内視
鏡検査情報をネットワークサーバや光ディスク等の記憶
媒体に保存し、ネットワークサーバに保存する画像や検
査情報は随時更新する内視鏡データファイリングシステ
ムに関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、電子内視鏡などの医療画像や検査
情報をサーバ等の記録媒体に保存し、後の診断などに活
用するシステムが用いられている。特開平3-121038号に
おいて、内視鏡内に保持する抵抗から内視鏡種別を判定
し、内視鏡機種に応じてその有効画像範囲から、内視鏡
機種毎に画像圧縮方法を変更する技術が提案されてい
る。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】上述のような画像ファ
イリングシステムでは、内視鏡機種は判定できるもの
の、同一機種の場合には区別ができない、また区別して
も検査での使用状況や、洗浄の有無などを確認すること
ができなかった。
【０００４】（発明の目的）本発明は、上述した点に鑑
みてなされたもので、内視鏡毎に検査での利用状況や洗
浄状態などを管理し、スムーズな内視鏡検査が行える内
視鏡用データファイリングシステムを提供することを目
的とする。
【０００５】
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【課題を解決するための手段】本発明による内視鏡用デ
ータファイリングシステムは、被検体内に挿入されると
共に、内視鏡システムに接続されて用いられる内視鏡
と、前記内視鏡に設けられ、該内視鏡の固有の情報を予
め保持すると共に、新たな固有の情報の保持が可能な情
報保持手段と、前記内視鏡に設けられ、前記情報保持手
段が予め保持する前記内視鏡の固有の情報の中から該内
視鏡自体を識別するための識別情報を出力する識別情報
出力手段と、前記出力された識別情報に対応する前記内
視鏡の使用状況に関する情報を前記内視鏡が接続された
内視鏡システムを介して取得し、取得した情報を該内視
鏡の使用状況に関する固有の来歴情報データとして発生
する来歴情報発生手段と、前記内視鏡を介して取得され
た内視鏡画像データの記憶が可能な記憶手段と、前記内
視鏡を介して取得された内視鏡画像データ、前記識別情
報出力手段で出力された前記識別情報、及び前記来歴情
報発生手段で発生された前記来歴情報データとを対応付
けて前記記憶手段に格納することにより複数の内視鏡シ
ステムに接続される各内視鏡の一元的管理を可能とする
と共に、前記識別情報に対応する前記来歴情報データを
前記内視鏡の接続された内視鏡システムを介して前記情
報保持手段に出力するように制御する制御手段とを具備
しことを特徴とする。
【０００６】また、本発明による内視鏡用データファイ
リングシステムは、被検体内に挿入されると共に、内視
鏡システムに接続されて用いられる内視鏡と、前記内視
鏡に設けられ、該内視鏡自体を識別するための識別情報
を出力する識別情報出力手段と、前記出力された識別情
報に対応する前記内視鏡の使用状況に関する情報を取得
し、取得した情報を該内視鏡の使用状況に関する固有の
来歴情報データとして発生する来歴情報発生手段と、前
記内視鏡の使用に伴い該内視鏡の使用時刻情報を自動発
生する時刻発生手段と、前記時刻発生手段の発生する使
用時刻情報に前記内視鏡を介して取得された内視鏡画像
データを関連付けると共に、該内視鏡画像データ、前記
識別情報出力手段で出力された前記識別情報、及び前記
来歴情報発生手段で発生された前記来歴情報データとを
対応付けて記憶する記憶手段とを具備しことを特徴とす
る。
【０００７】そして、前記来歴情報発生手段は、前記内
視鏡を洗浄し該洗浄に関する固有情報を発生する内視鏡
洗浄装置であることを特徴とし、また、前記固有の使用
状況に関する固有データは、使用頻度に関する固有デー
タであることを特徴とする。
【０００８】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を説明する。図１ないし図２２は本発明の第１
の実施の形態に係り、図１は第１の実施の形態の内視鏡
用画像データファイリングシステムの構成を示し、 図
２は内視鏡システムの構成を示し、図３は画像記録再生
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装置の構成を示し、図４はサーバの構成を示し、図５は
画像記録装置の構成を示し、図６は画像再生装置の構成
を示し、図７は検査予約装置の構成を示し、図８は内視
鏡洗浄装置の構成を示し、図９は各内視鏡のＥＥＰＲＯ
Ｍに予め書き込まれた固有の情報の１例及び内視鏡シス
テムに接続してＥＥＰＲＯＭに書き込まれる情報の１例
を示し、図１０はサーバの大容量ハードディスクの管理
テーブルの内容の具体例を示し、図１１は検査予約装置
の検査予約内容の具体例を示し、図１２はサーバの大容
量ハードディスクの洗浄状態管理テーブルの内容の具体
例を示し、図１３はサーバの大容量ハードディスクの内
視鏡使用状況管理テーブルの内容の具体例を示し、図１
４は検査予約装置に表示される内視鏡使用状況の具体例
を示し、図１５は画像再生装置により表示される検査報
告書の具体例を示し、図１６は特定の検査に対応する検
査指定テーブルの具体例を示し、図１７は内視鏡の製造
完了時に内視鏡データを登録する処理を示し、図１８は
内視鏡内の不揮発性メモリに固有の情報を書き込む場合
の処理を示し、図１９は内視鏡データを書き込んで内視
鏡管理テーブルを生成する処理を示し、図２０は洗浄状
態の確認を行う処理を示し、図２１は内視鏡の使用状態
を管理する処理を示し、図２２は患者情報データベース
を示す。
【０００９】図１に示すように、本発明の第１の実施の
形態の内視鏡用画像データファイリングシステム１は内
視鏡システム２－ａ、２－ｂ、２－ｃと、各内視鏡シス
テム２－ａ、２－ｂ、２－ｃにそれぞれ接続される画像
記録再生装置３－ａ、３－ｂ、３－ｃと、サーバ４と、
画像記録装置５と、画像再生装置６と、検査予約装置７
と、内視鏡洗浄装置８とから構成され、これらの装置が
ネットワーク９により互いに接続されている。
【００１０】図２に示すように内視鏡システム２－ａは
被検体内に挿入される内視鏡１０と、この内視鏡１０に
接続され、信号処理等を行うビデオプロセッサ１１と、
信号処理された映像信号が入力されることにより、対応
する内視鏡画像を表示する観察モニタ１２とから構成さ
れる。
【００１１】ビデオプロセッサ１１は光源部１３と、信
号処理部１４とを有し、内視鏡１０のコネクタ１５が接
続されると、光源部１３は内視鏡１０に照明光を供給す
る。つまり、ビデオプロセッサ１１の光源部１３内に設
けた光源ランプ１６から出力される白色光を光源ランプ
１６の前面に設けられた面順次フィルタ１７を経て内視
鏡１０のライトガイド１８に入力する様になっている。
【００１２】面順次フィルタ１７にはＲフィルタ１９－
Ｒ、Ｇフィルタ１９－Ｇ、Ｂフィルタ１９－Ｂが設けら
れており、モータ等のフィルタ駆動部２０を駆動させる
ことにより面順次フィルタ１７は一定速度で回転され、
光源ランプ１６に対向する光路上に配置されるフィルタ
が順次換えられることにより、光源ランプ１６に対向す
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る位置にその端面が配置されたライトガイド１８にＲ、
Ｇ、Ｂの光を順次入力する。
【００１３】内視鏡１０のライトガイド１８は操作部２
１と、この操作部２１の前端に設けられた可撓性を有す
る挿入部２２内を挿通され、ライトガイド１８により伝
送されたＲ、Ｇ、Ｂの照明光は挿入部２２の先端部２３
の照明窓から照明レンズ２４を経て前方に出射され、被
検体内の患部等の観察部位側に出射され、観察部位を
Ｒ、Ｇ、Ｂの面順次光で照明する。
【００１４】先端部２３には照明窓に隣接して観察窓が
設けてあり、この観察窓に取り付けた対物レンズ２５に
より、その結像位置に観察部位の光学像を結ぶ。この結
像位置には固体撮像素子として例えばＣＣＤ２６が配置
され、このＣＣＤ２６によりＲ、Ｇ、Ｂの面順次の照明
光のもとで結像された光学像は光電変換されてＲ、Ｇ、
Ｂの撮像信号となる。
【００１５】このＣＣＤ２６は信号線２７によりビデオ
プロセッサ１１に接続されており、Ｒ、Ｇ、Ｂの撮像信
号はビデオプロセッサ１１の信号処理部１４に入力され
る。体腔内等に挿入される挿入部２２の後端部の操作部
２１には、レリーズ動作を行う指示スイッチとしてのレ
リーズスイッチ２８が設けられており、このレリーズス
イッチ２８は例えば操作部２１内に設けたＣＰＵ２９に
接続されている。
【００１６】ＣＰＵ２９には電気的に書換可能な不揮発
性メモリとしてのＥＥＰＲＯＭ（electrically erazabl
e programmable ROM）３０が接続されており、データの
書き込み及び読み出しが行える。
【００１７】このＥＥＰＲＯＭ３０はこれを設けた内視
鏡１０毎にその内視鏡固有の情報が予め書き込んであり
（図９（Ａ）参照）、このＥＥＰＲＯＭ３０からその情
報を読み出すことにより、内視鏡の種類（機種）が同じ
ものでも、識別することができる識別情報の発生手段を
形成している。また、このＥＥＰＲＯＭ３０には固有の
使用状況に関する固有情報が記憶されている。そして、
固有情報を読み出して前記識別情報と共に対応つけて記
憶手段に記憶することにより、各内視鏡を一元的に管理
できるようにしている。
【００１８】ＣＰＵ２９にはインタフェース（Ｉ／Ｆと
略記）３１が接続されている。さらに操作部２１の後端
部に設けられるコネクタ１５をビデオプロセッサ１１に
接続することによって、Ｉ／Ｆ３１はビデオプロセッサ
１１（内のＩ／Ｆ４１）に接続される様になっている。
【００１９】ＣＣＤ２６で光電変換された信号はビデオ
プロセッサ１１内の信号処理部１４を構成するバッファ
回路３２に入力され、このバッファ回路３２の出力信号
はＡ／Ｄ変換器３３に入力され、Ｒ、Ｇ、Ｂの面順次光
のもとで撮像したＲ、Ｇ、Ｂの撮像信号（ビデオ信号）
はデジタル信号に変換される。
【００２０】Ａ／Ｄ変換器３３の出力信号は切換回路３
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４に入力され、切換回路３４を切り換えることにより、
Ｒビデオ信号、Ｇビデオ信号、Ｂビデオ信号はそれぞれ
Ｒメモリ３５－Ｒ、Ｇメモリ３５－Ｇ、Ｂメモリ３５－
Ｂに入力され、一時格納される。
【００２１】Ｒメモリ３５－Ｒ、Ｇメモリ３５－Ｇ、Ｂ
メモリ３５－Ｂに一時格納されたビデオ信号を同期信号
に同期した所定のタイミングで同時に読み出して出力す
ることにより、同時化されたカラー画像信号（標準的な
映像信号）を出力する。
【００２２】Ｒメモリ３５－Ｒ、Ｇメモリ３５－Ｇ、Ｂ
メモリ３５－Ｂから出力されたカラー画像信号はＤ／Ａ
変換器３６－Ｒ、３６－Ｇ、３６－Ｂでアナログ信号に
変換された後、文字重畳回路３７で所定の文字情報が付
加された後、ケーブル３８を介して映像出力端（ビデオ
出力端）から観察モニタ１２に出力され、術者はこの観
察モニタ１２に表示される内視鏡画像を観察して患部等
の観察部位に対する診断等を行うことができるようにし
ている。上記映像出力端から出力される映像信号は、画
像記録再生装置３－ａにも出力される様になっている。
【００２３】ビデオプロセッサ１１内には同期信号発生
回路３９が設けられており、フィルタ駆動部２０を駆動
させるタイミングパルスを送出している。このタイミン
グに合わせて切換回路３４の切り換えを行い、Ｒ、Ｇ、
Ｂビデオ信号を Ｒメモリ３５－Ｒ、Ｇメモリ３５－
Ｇ、Ｂメモリ３５－Ｂにそれぞれ入力できる様になって
いる。また、同期信号発生回路３９の同期信号はケーブ
ル３８を介して映像出力端（の同期信号出力端）から観
察モニタ１２にも出力される。
【００２４】ビデオプロセッサ１１内にはＩ／Ｆ４１、
ＣＰＵ４２、ＲＯＭ４３、ＲＡＭ４４、キャラクタＲＯ
Ｍ４５、キーボードＩ／Ｆ４６、通信Ｉ／Ｆ４７が設け
られており、これらはバス４８を介してそれぞれ接続さ
れている。
【００２５】ＣＰＵ４２はＲＯＭ４３からプログラムを
読み出し、ビデオプロセッサ１１内の制御を行う。ま
た、ＲＡＭ４４に対してデータの書き込み、読み出しを
行う。ビデオプロセッサ１１内のＩ／Ｆ４１は内視鏡１
０内のＩ／Ｆ３１に接続されており、ビデオプロセッサ
１１内のＣＰＵ４２は内視鏡１０内のＣＰＵ２９との間
で制御信号、データの送受信を行う。
【００２６】また、キーボードＩ／Ｆ４６にはキーボー
ド４９が接続されており、データやコマンドの入力を行
うことができる。通信Ｉ／Ｆ４７は画像記録再生装置３
－ａ（の通信Ｉ／Ｆ６０）と接続されており、制御信
号、データの送受信を行う。
【００２７】ＣＰＵ４２はキーボード４９や画像記録再
生装置３－ａとの間で入出力された制御信号やデータに
基づき、キャラクタＲＯＭ４５の読み出しを行う。キャ
ラクタＲＯＭ４５より読み出された文字データは文字重
畳回路３７でＲＧＢビデオ信号に重畳され、観察モニタ

8
１２に表示される。他の内視鏡システム２－ｂ、２－ｃ
は内視鏡システム２－ａと同様の構成であるため、その
構成の説明を省略する。
【００２８】図３に示す様に画像記録再生装置３－ａは
ビデオプロセッサ１１の映像出力端から送出された標準
的な映像信号がＡ／Ｄ変換器５１に入力され、デジタル
信号に変換される。このデジタルの映像信号はＤ／Ａ変
換器５２にも入力されるようになっており、アナログ信
号に変換されて出力できる様になっている。
【００２９】この画像記録再生装置３－ａにはさらに、
ＣＰＵ５３、ＲＯＭ５４、ＲＡＭ５５、フレームメモリ
５６、フレームメモリコントローラ５７、画像圧縮伸張
部５８、ハードディスクコントローラ５９、通信Ｉ／Ｆ
６０、ネットワークＩ／Ｆ６１が設けられており、これ
らはそれぞれバス６２によって接続されている。
【００３０】ＣＰＵ５３はＲＯＭ５４から起動プログラ
ムを読み出し、画像記録再生装置３－ａの起動制御を行
う。また、ＲＡＭ５５に対してデータの書き込み、読み
出しを行う。
【００３１】フレームメモリ５６には前記Ａ／Ｄ変換器
５１が接続されており、デジタルの映像信号が入力され
る。フレームメモリ５６にはフレームメモリコントロー
ラ５７から制御線が接続されており、Ａ／Ｄ変換器５１
から入力されるデジタルの映像信号の書き込みが行われ
るとともに、必要に応じてＤ／Ａ変換器５２に出力し、
フレームメモリ５６から出力するＲＧＢの映像信号を画
像として図示しない観察モニタに表示することができ
る。
【００３２】フレームメモリコントローラ５７の制御に
より、フレームメモリ５６に書き込まれたデジタルの映
像信号を画像圧縮伸張部５８にバス６２を介して送出
し、画像圧縮を行う。圧縮された映像信号は圧縮画像デ
ータとしてＲＡＭ５５に一時記憶された後、ハードディ
スク６３に記録される。また、ネットワークＩ／Ｆ６１
から出力することもできる。
【００３３】ネットワークＩ／Ｆ６１で受信した圧縮画
像データまたはハードディスク６３に記録された圧縮画
像データは一時ＲＡＭ５５に記憶された後、画像圧縮伸
張部５８に送出され、画像伸張される。伸張されたデー
タはデジタルの映像信号として、フレームメモリコント
ローラ５７の制御によりフレームメモリ５６に記憶され
る。さらにフレームメモリ５６からＤ／Ａ変換器５２へ
出力される様になっている。
【００３４】ハードディスクコントローラ５９にはハー
ドディスク６３が接続されており、ＣＰＵ５３はハード
ディスク６３からメインプログラムの読み出しを行い、
画像記録再生装置３－ａの制御を行うと共に画像データ
等の記録再生を行う。通信Ｉ／Ｆ６０はビデオプロセッ
サ１１の通信Ｉ／Ｆ４７と接続され、制御信号、データ
の送受信を行う。
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【００３５】ネットワークＩ／Ｆ６１はネットワーク９
と接続されており、ネットワーク９を介してサーバ４、
画像記録装置５、画像再生装置６、検査予約装置７、内
視鏡洗浄装置８と接続されている。画像記録再生装置３
－ｂ、３－ｃは画像記録再生装置３－ａと同様の構成で
あるため、説明を省略する。
【００３６】図４に示す様にサーバ４にはＣＰＵ７１、
ＲＯＭ７２、ＲＡＭ７３、ディスプレイコントローラ７
４、ハードディスクコントローラ７５、ネットワークＩ
／Ｆ７６、キーボードＩ／Ｆ７７、マウスＩ／Ｆ７８が
設けられており、これらはそれぞれバス７９によって接
続されている。
【００３７】ＣＰＵ７１はＲＯＭ７２から起動プログラ
ムを読み出し、サーバ４の起動制御を行う。また、ＲＡ
Ｍ７３に対してデータの書き込み、読み出しを行う。デ
ィスプレイコントローラ７４にはＰＣディスプレイ８０
が接続されており、データの表示を行える様になってい
る。
【００３８】ハードディスクコントローラ７５には大容
量ハードディスク８１が接続されており、ＣＰＵ７１は
大容量ハードディスク８１からメインプログラムの読み
出しを行い、サーバ４の制御を行うと共に画像データ等
の記録再生を行う。
【００３９】また、この大容量ハードディスク８１に
は、ネットワーク９に（画像記録装置３－ｉ（ｉ＝ａ～
ｃ）を介して）接続された内視鏡システム２－ｉを構成
する各内視鏡１０の機種を含む固有の情報と対応付けて
その使用状況、洗浄状態、検査可能か否かの情報等を一
元的に管理する管理情報を格納して、各内視鏡１０の使
用状況等を容易に確認することができ、内視鏡検査等を
スムーズに運用できるようにしている。
【００４０】ネットワークＩ／Ｆ７６はネットワーク９
が接続されており、ネットワーク９を介して画像記録再
生装置３－ａ～３－ｃ、画像記録装置５、画像再生装置
６、検査予約装置７、内視鏡洗浄装置８と接続されてい
る。キーボードＩ／Ｆ７７にはキーボード８２が接続さ
れている。また、マウスＩ／Ｆ７８にはマウス８３が接
続されている。キーボード８２とマウス８３から制御コ
マンドやデータの入力を行う。
【００４１】図５に示す様に画像記録装置５にはＣＰＵ
９１、ＲＯＭ９２、ＲＡＭ９３、ディスプレイコントロ
ーラ９４、ＳＣＳＩコントローラ９５、ネットワークＩ
／Ｆ９６、キーボードＩ／Ｆ９７、マウスＩ／Ｆ９８が
設けられており、これらはそれぞれバス９９によって接
続されている。
【００４２】ＣＰＵ９１はＲＯＭ９２から起動プログラ
ムを読み出し、画像記録装置５の起動制御を行う。ま
た、ＲＡＭ９３に対してデータの書き込み、読み出しを
行う。ディスプレイコントローラ９４にはＰＣディスプ
レイ１００が接続されており、データの表示を行える様
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になっている。
【００４３】ＳＣＳＩコントローラ９５にはハードディ
スク１０１と光ディスク装置１０２が接続されており、
ＣＰＵ９１はハードディスク１０１からメインプログラ
ムの読み出しを行い、画像記録装置５の制御を行う。ま
た、光ディスク装置１０２への画像データ等の記録再生
を行う。
【００４４】ネットワークＩ／Ｆ９６はネットワーク９
が接続されており、ネットワーク９を介して画像記録再
生装置３－ａ～３－ｃ、サーバ４、画像再生装置６、検
査予約装置７、内視鏡洗浄装置８と接続されている。キ
ーボードＩ／Ｆ９７にはキーボード１０３が接続されて
いる。また、マウスＩ／Ｆ９８にはマウス１０４が接続
されている。キーボード１０３とマウス１０４から制御
コマンドやデータの入力を行う。
【００４５】図６に示す様に画像再生装置６にはＣＰＵ
１１１、ＲＯＭ１１２、ＲＡＭ１１３、ディスプレイコ
ントローラ１１４、フレームメモリ１１５、フレームメ
モリコントローラ１１６、画像伸張部１１７、ハードデ
ィスクコントローラ１１８、ネットワークＩ／Ｆ１１
９、キーボードＩ／Ｆ１２０、マウスＩ／Ｆ１２１が設
けられており、これらはそれぞれバス１２２によって接
続されている。
【００４６】ＣＰＵ１１１はＲＯＭ１１２から起動プロ
グラムを読み出し、画像再生装置６の起動制御を行う。
また、ＲＡＭ１１３に対してデータの書き込み、読み出
しを行う。
【００４７】ディスプレイコントローラ１１４にはＰＣ
ディスプレイ１２３が接続されており、データの表示を
行える様になっている。ネットワークＩ／Ｆ１１９で受
信した圧縮画像データは一時ＲＡＭ１１３に記憶された
後、画像伸張部１１７に送出され、画像伸張される。一
方、フレームメモリ１１５にはフレームメモリコントロ
ーラ１１６が接続されている。伸張されたデータはデジ
タルの映像信号として、フレームメモリコントローラ１
１６の制御によりフレームメモリ１１５に記憶される。
【００４８】さらにフレームメモリ１１５にはＤ／Ａ変
換器１２４が接続されており、Ｄ／Ａ変換器１２４でア
ナログの映像信号に変換される。Ｄ／Ａ変換器１２４に
は観察モニタ１２５が接続されており、ＲＧＢの映像信
号を出力し、表示される様になっている。
【００４９】ハードディスクコントローラ１１８にはハ
ードディスク１２６が接続されており、ＣＰＵ１１１は
ハードディスク１２６からメインプログラムの読み出し
を行い、画像再生装置５の制御を行う。
【００５０】ネットワークＩ／Ｆ１１９はネットワーク
９が接続されており、ネットワーク９を介して画像記録
再生装置３－ａ～３－ｃ、サーバ４、画像記録装置５、
検査予約装置７、内視鏡洗浄装置８と接続されている。
【００５１】キーボードＩ／Ｆ１２０にはキーボード１
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２７が接続されている。また、マウスＩ／Ｆ１２１には
マウス１２８が接続されている。キーボード１２７とマ
ウス１２８から制御コマンドやデータの入力を行う。
【００５２】図７に示す様に検査予約装置７にはＣＰＵ
１３１、ＲＯＭ１３２、ＲＡＭ１３３、ディスプレイコ
ントローラ１３４、ハードディスクコントローラ１３
５、ネットワークＩ／Ｆ１３６、キーボードＩ／Ｆ１３
７、マウスＩ／Ｆ１３８が設けられており、これらはそ
れぞれバス１３９によって接続されている。
【００５３】ＣＰＵ１３１はＲＯＭ１３２から起動プロ
グラムを読み出し、検査予約装置７の起動制御を行う。
また、ＲＡＭ１３３に対してデータの書き込み、読み出
しを行う。ディスプレイコントローラ１３４にはＰＣデ
ィスプレイ１４０が接続されており、データの表示を行
える様になっている。
【００５４】ハードディスクコントローラ１３５にはハ
ードディスク１４１が接続されており、ＣＰＵ１３１は
ハードディスク１４１からメインプログラムの読み出し
を行い、検査予約装置７の制御を行うと共にデータの記
録再生を行う。
【００５５】ネットワークＩ／Ｆ１３６はネットワーク
９が接続されており、ネットワーク９を介して画像記録
再生装置３－ａ～３－ｃ、サーバ３、画像記録装置５、
画像再生装置６、内視鏡洗浄装置８と接続されている。
キーボードＩ／Ｆ１３７にはキーボード１４２が接続さ
れている。また、マウスＩ／Ｆ１３８にはマウス１４３
が接続されている。キーボード１４２とマウス１４３か
ら制御コマンドやデータの入力を行う。
【００５６】図８に示す様に内視鏡洗浄装置８は洗浄漕
１５１を有しており、内視鏡１０を格納できる様になっ
ている。
【００５７】内視鏡洗浄装置８にはＩ／Ｆ１５２、ＣＰ
Ｕ１５３、ＲＯＭ１５４、ＲＡＭ１５５、ディスプレイ
コントローラ１５６、キーボードＩ／Ｆ１５７、ネット
ワークＩ／Ｆ１５８が設けられており、これらはそれぞ
れバス１５９によって接続されている。
【００５８】ＣＰＵ２９にはＥＥＰＲＯＭ３０、Ｉ／Ｆ
３１が接続されており、操作部２１の後端部に設けられ
るコネクタ１５を洗浄漕１５１に接続することにより、
Ｉ／Ｆ３１は内視鏡洗浄装置８のＩ／Ｆ１５２に接続さ
れる。そして、内視鏡洗浄装置８と内視鏡１０とは、Ｉ
／Ｆ１５２及びＩ／Ｆ３１を介してＣＰＵ１５３とＣＰ
Ｕ２９との間で制御信号、データの送受信を行う。ＣＰ
Ｕ２９にはＥＥＰＲＯＭ３０が接続されており、ＣＰＵ
２９を介してＥＥＰＲＯＭ３０のデータの書き込み、読
み出しを行える様になっている。
【００５９】ＣＰＵ１５３はＲＯＭ１５４からプログラ
ムを読み出し、内視鏡洗浄装置８の制御を行う。また、
ＲＡＭ１５５に対してデータの書き込み、読み出しを行
う。ＣＰＵ１５３には洗浄制御部１６０が接続されてい
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る。洗浄制御部１６０には洗浄漕１５１が接続される。
洗浄漕１５１には図示しない洗浄液供給手段、洗浄液排
出手段、内視鏡乾燥手段等を有しており、ＲＯＭ１５４
から読み出されたプログラムに基づきこれらの制御を行
う。
【００６０】ディスプレイコントローラ１５６には液晶
ディスプレイ１６１が接続されており、データの表示を
行える様になっている。キーボードＩ／Ｆ１５７にはキ
ーボード１６２が接続されている。キーボード１６２か
ら制御コマンドやデータの入力を行う。
【００６１】ネットワークＩ／Ｆ１５８はネットワーク
９が接続されており、ネットワーク９を介して画像記録
再生装置３－ａ～３－ｃ、サーバ４、画像記録装置５、
画像再生装置６、検査予約装置７と接続されている。
【００６２】本実施の形態では以下で詳細に説明するよ
うに、各内視鏡１０のＥＥＰＲＯＭ３０にはそれぞれ固
有の識別情報となる機種名、製造番号等の情報が予め書
き込んであり、また、各内視鏡１０をビデオプロセッサ
１１に接続した内視鏡システム２－ａを画像記録再生装
置３－ａ及びこれに接続されたネットワーク９を介して
サーバ４に接続すると、サーバ４は各内視鏡をその固有
の情報と共に、内視鏡検査（単に検査と略記）等の使用
状況に関する固有の情報を対応つけて書き込んで管理す
る管理テーブルを生成して、各内視鏡１０を一元的に管
理する。
【００６３】また、各内視鏡１０毎の洗浄に関する固有
の情報もサーバ４の洗浄状態管理テーブルにより一元的
に管理し、各内視鏡１０が検査に使用できるか否かを確
認できるようにしている。この他、各内視鏡１０毎にそ
のメインテナンス等に関する固有の情報等も一元的に管
理するようにしている。次に、本実施の形態の作用につ
いて説明する。
【００６４】内視鏡１０内のＥＥＰＲＯＭ３０には、事
前に内視鏡１０毎に固有の情報の書き込みを行う。図９
（Ａ）に示す表にその一例を示す。図９（Ａ）と図１７
を参照し、内視鏡１０の製造が完了した時に、ＥＥＰＲ
ＯＭ３０にデータを書き込む手順を説明する。
【００６５】ここで、ＥＥＰＲＯＭ３０に対するデータ
の書き込みは、内視鏡１０の製造の最終工程にて行う。
この時、内視鏡１０はビデオプロセッサ１１に接続され
ており、使用可能な状態である。使用者はＥＥＰＲＯＭ
３０にデータの入力を開始するために、キーボード４９
からデータ入力開始を指示する。
【００６６】続けて、ステップＳ１で、ＥＥＰＲＯＭ３
０に、内視鏡機種の登録を行う。ビデオプロセッサ１１
には図１に示すように、画像記録再生装置３－ａが接続
されている。キーボード４９から内視鏡機種を入力する
と、入力された内視鏡機種は通信Ｉ／Ｆ４７から画像記
録再生装置３－ａに送られる。入力された内視鏡機種は
ハードディスクコントローラ５９の制御により、ハード
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ディスク６３に記録できる。そこで、内視鏡機種を事前
にキーボード４９から入力し、ハードディスク６３に登
録（記録）しておく。
【００６７】ステップＳ１では登録済みの複数の内視鏡
機種のデータが、通信Ｉ／Ｆ６０からビデオプロセッサ
１１に送られる。複数の内視鏡機種のデータは、ビデオ
プロセッサ１１の文字重畳回路３７でビデオ信号に重畳
され、観察モニタ１２上に表示される為、その中から該
当する機種を選択する。ここで選択した機種はＩ／Ｆ４
１から内視鏡１０内に送られ、ＣＰＵ２９の制御によ
り、図９（Ａ）の表１の様にＥＥＰＲＯＭ３０内に書き
込まれる。
【００６８】また、ハードディスク６３に登録されてい
ない機種もキーボード４９から機種名を入力し、ＥＥＰ
ＲＯＭ３０に書き込むことができ、この場合この機種名
を通信Ｉ／Ｆ４７から画像記録再生装置３－ａに送り、
ハードディスク６３に記録することもできる。
【００６９】機種名が入力されると続けてステップＳ２
で、製造日、製造番号を登録する。製造日はビデオプロ
セッサ１１のＣＰＵ４２がタイマ（不図示）を有してお
り、時刻を取得してＩ／Ｆ４１から内視鏡１０に送り、
図９（Ａ）の表１に示す様にＥＥＰＲＯＭ３０に書き込
む。
【００７０】製造番号は画像記録装置３－ａ内のハード
ディスク６３に製造機種毎に製造日とともに書き込まれ
ている。ここで、同一機種の登録がないか確認する。同
一機種の最後の登録番号が１２３－４４であった場合、
図９（Ａ）の表１に示す様に１を加算した１２３－４５
を新たな登録番号としてＩ／Ｆ４１から内視鏡１０に送
り、ＥＥＰＲＯＭ３０に書き込む。書き込みが完了する
と、製造日１９９８年９月７日と、製造番号１２３－４
５を画像記録装置３－ａのハードディスク６３に記録
し、図１７の内視鏡データ登録処理を完了する。
【００７１】図１に示すように、内視鏡システム２－ａ
～２－ｃと画像記録再生装置３－ａ～３－ｃを複数台ネ
ットワーク９に接続する場合は、製造機種、製造番号を
ハードディスク６３の代わりにサーバ４の大容量ハード
ディスク８１に記録し、図１７のステップＳ２にて大容
量ハードディスク８１から読み出すようにしても良い。
【００７２】図９（Ｂ）は内視鏡画像ファイリングシス
テム１に接続される内視鏡システム２－ａの内視鏡１０
内のＥＥＰＲＯＭ３０に固有の情報を納品時に書き込ん
だ例である。図１８を用いてＥＥＰＲＯＭ３０にデータ
を書き込むステップについて説明する。内視鏡システム
２－ａのビデオプロセッサ１１に内視鏡１０を接続し、
ビデオプロセッサ１１の電源を投入すると、Ｉ／Ｆ４１
より内視鏡１０内のＣＰＵ２９と通信可能かチェックを
行う。
【００７３】通信チェックの結果通信可能であると、続
けて図１８のステップＳ３でＣＰＵ２９の制御によりＥ
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ＥＰＲＯＭ３０内のデータの登録状況について、内視鏡
機種名が未登録でないか確認する。ＥＥＰＲＯＭ３０に
一度記録されたデータは修正しない。同一の内視鏡１０
をビデオプロセッサ１１に接続して２回目以降電源ＯＮ
する場合は、ステップＳ３で内視鏡機種登録済みと判定
される為、ステップＳ４、Ｓ５はパスされて、ステップ
Ｓ３からステップＳ６に進む。
【００７４】ステップＳ３でのチェックの結果、内視鏡
機種名が未登録であれば、ステップＳ４に進み、内視鏡
機種名の書き込みを行う。内視鏡機種名は画像記録再生
装置３－ａのハードディスク６３に記録されているた
め、ハードディスクコントローラー５９の制御により読
み出す。読み出された内視鏡機種名は文字重畳回路３７
でビデオ信号に重畳され、観察モニタ１２上に表示され
るので、キーボード４９により選択する。また、キーボ
ード４９から内視鏡機種名を入力することも可能であ
る。ここで選択または入力された内視鏡機種名をＥＥＰ
ＲＯＭ３０に書き込む。
【００７５】続けてステップＳ５に進む。管理する内視
鏡の製造番号毎に管理Ｎｏを用意し、管理Ｎｏ、施設
名、使用開始日を登録する。施設名は事前にサーバ４の
大容量ハードディスク８１に登録されておりネットワー
クＩ／Ｆ７６から、ネットワークＩ／Ｆ６１に送られ画
像記録再生装置３－ａに入力される。そして、設定され
た管理Ｎｏと共に、施設名のデータはさらに通信Ｉ／Ｆ
６０から出力されて、通信Ｉ／Ｆ４７よりビデオプロセ
ッサ１１に送られる。管理Ｎｏ、施設名のデータはＩ／
Ｆ４１から内視鏡１０内に送られて、ＣＰＵ２９の制御
によりＥＥＰＲＯＭ３０に書き込まれる。
【００７６】管理Ｎｏ、施設名のデータをＥＥＰＲＯＭ
３０に書き込むと、次に使用開始日のデータをサーバ４
のＣＰＵ７１の有するタイマ（不図示）で管理される時
刻情報から取得する。使用開始日のデータは、管理Ｎ
ｏ、施設名のデータと同様にネットワークＩ／Ｆ７６、
ネットワークＩ／Ｆ６１、通信Ｉ／Ｆ６０、通信Ｉ／Ｆ
４７、Ｉ／Ｆ４１、Ｉ／Ｆ３１を介してサーバ４から内
視鏡１０に転送されてＥＥＰＲＯＭ３０に書き込まれ
る。
【００７７】ステップＳ５の処理が完了すると、続けて
ステップＳ６の処理を行う。ステップＳ６ではビデオプ
ロセッサ１１のキーボード４９から患者データが入力さ
れるのを待つ。ステップＳ６で患者データが入力された
場合、検査が開始されたと判定される。患者データの入
力後にサーバ４のＣＰＵ７１の有するタイマ（不図示）
で管理される時刻情報をネットワークＩ／Ｆ７６、ネッ
トワークＩ／Ｆ６１、通信Ｉ／Ｆ６０、通信Ｉ／Ｆ４
７、Ｉ／Ｆ４１、Ｉ／Ｆ３１を介してサーバ４から取得
し、最後の使用日としてＥＥＰＲＯＭ３０に書き込む。
【００７８】ステップＳ６を完了するとステップＳ７に
進む。このステップＳ７で、ＣＰＵ２９の制御により、
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ＥＥＰＲＯＭ３０に記憶されている検査数を読み出し、
読み出した検査数に１加算して再度ＥＥＰＲＯＭ３０に
書き込み、この処理を完了する。尚、内視鏡１０をビデ
オプロセッサ１１に装着した場合でも、患者データを入
力せず、すなわち検査を行うことなく電源ＯＦＦされる
場合もある。この場合はステップＳ６で処理を中断し、
最後の使用日と検査数は更新されない。
【００７９】サーバ４の大容量ハードディスク８１には
図１０に示す内視鏡１０を管理する内視鏡管理テーブル
を記録している。図１９を用いてこの内視鏡管理テーブ
ルを書き込むステップについて説明する。
【００８０】内視鏡システム２－ａのビデオプロセッサ
１１に内視鏡１０を接続し、ビデオプロセッサ１１の電
源を投入する。最初のステップＳ１１で、サーバ４では
ＣＰＵ７１の制御により大容量ハードディスク８１から
内視鏡管理テーブルのファイルを読み出しＲＡＭ７３上
に保持する。そして、この内視鏡管理テーブルに内視鏡
１０のデータが存在するか、つまり内視鏡機種名、製造
番号が未登録かのチェックを行う。
【００８１】ここで、内視鏡１０のＥＥＰＲＯＭ３０に
は、製造時に図９（Ａ）に示すデータが記録されている
ものとする。ＣＰＵ２９の制御により、内視鏡１０のＥ
ＥＰＲＯＭ３０より、機種名「Ｇ－３００」と製造番号
「１２３－４５」のデータを読み出す。読み出された機
種名と製造番号のデータはＩ／Ｆ４１よりビデオプロセ
ッサ１１に入力される。
【００８２】さらに機種名と製造番号のデータは通信Ｉ
／Ｆ４７から画像記録再生装置３－ａに送られる。画像
記録再生装置３－ａでは通信Ｉ／Ｆ６０でデータを受信
し、ネットワークＩ／Ｆ６１からサーバ４に転送する。
サーバ４では受信した機種名「Ｇ－３００」と製造番号
「１２３－４５」の組み合わせが内視鏡管理テーブルに
存在するか確認する。内視鏡１０が初めて使用される場
合その機種名「Ｇ－３００」、製造番号「１２３－４
５」は内視鏡管理テーブルに存在していないため、ステ
ップＳ１２に進む。
【００８３】それ以外の場合、すなわち内視鏡１０の機
種名と製造番号の組がすでに内視鏡管理テーブルに登録
済みの場合はステップＳ１３に進む。ステップＳ１２で
サーバ４は受信した内視鏡機種名「Ｇ－３００」、製造
番号「１２３－４５」をそれぞれ内視鏡管理テーブルに
書き込む。書き込みが完了すると大容量ハードディスク
８１のデータを更新し、ステップＳ１３に進む。
【００８４】ステップＳ１３で、適用部位、医師名が内
視鏡管理テーブルに登録済みか確認する。登録済みの場
合は処理を終了する。未登録の場合はステップＳ１４に
進む。
【００８５】ステップＳ１４では、適用部位と使用、医
師を内視鏡管理テーブルに書き込む（登録する）。内視
鏡１０と同一機種「Ｇ－３００」が登録済みの場合は同
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じ適用部位と使用医師を機種「Ｇ－３００」、製造番号
「１２３－４５」に適用し、内視鏡管理テーブルに書き
込む。同一機種が登録済みでない場合は、ビデオプロセ
ッサ１１のキーボード４９から適用部位、使用医師名を
入力して書き込みを行う。
【００８６】書き込みが完了すると保存処理を行い、大
容量ハードディスク８１のデータを更新し、この処理を
完了する。
【００８７】図１０の表に示す管理テーブルは画像再生
装置６のＰＣディスプレイ１２３に表示することも可能
である。ここでキーボード１２７またはマウス１２８を
使用し、適用部位、使用医師名の編集を行うことができ
る。新規に登録された内視鏡１０と同じ機種が登録済み
の場合、適用部位と使用医師名はこの機種と同じデータ
が自動的に登録されるため、必要に応じて修正を行う。
【００８８】内視鏡１０の登録が完了すると、検査を実
施する前に検査予約装置７から検査の予約を行う。検査
予約装置７のＰＣディスプレイ１４０に表示される検査
予約ウインドウの一例を図１１に示す。
【００８９】図１１に示す様に内視鏡システム毎に検査
予約ウインドウに例えば患者ＩＤ等の患者データをキー
ボード１４２またはマウス１４３から入力する。同一の
患者に対して上部と下部の検査を続けて行うことも想定
し、上部または下部の検査種別、検査医師名をキーボー
ド１４２またはマウス１４３から入力する。入力された
データはサーバ４の大容量ハードディスク８１から読み
出された患者データのデータベースに追加されて、大容
量ハードディスク８１に記録される。
【００９０】ところで、検査前には使用予定の内視鏡１
０の洗浄状態の確認を行う。内視鏡１０の洗浄状態の洗
浄状態管理テーブルを図１２に示す。洗浄状態管理テー
ブルがサーバ４の大容量ハードディスク８１に記録され
ている。内視鏡検査または内視鏡洗浄を行う毎に、画像
記録再生装置３－ａ～３－ｃまたは内視鏡洗浄装置８か
らサーバ４に最後の使用日、または最後の洗浄白のデー
タが送られる。サーバ４ではこれらのデータを受信する
と洗浄状態管理テーブルを更新し、大容量ハードディス
ク８１に書き込む。
【００９１】最後の使用日は図１８のステップＳ６で内
視鏡１０に最後の使用日を書き込んだ後、洗浄状態管理
テーブルをサーバ４から読み出し、ＣＰＵ７１の有する
タイマ（不図示）で管理される時刻情報から洗浄状態管
理テーブルの最後の使用日を大容量ハードディスク８１
に記録する。
【００９２】内視鏡検査後には内視鏡１０を内視鏡洗浄
装置８に装着し、洗浄する。洗浄はＣＰＵ１５３から洗
浄制御部１６０を制御することにより実行される。洗浄
が完了すると、ネットワークＩ／Ｆ１５８より洗浄完了
の通知、洗浄を行った内視鏡機種、製造番号とともに出
力される。
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【００９３】内視鏡洗浄装置８より出力された洗浄完了
通知、内視鏡機種、製造番号はネットワークＩ／Ｆ７６
よりサーバ４に入力される。この時ＣＰＵ７１の有する
タイマ（不図示）で管理される時刻情報と該当する内視
鏡機種、製造番号から、洗浄状態管理テーブルの最後の
洗浄日を更新し、大容量ハードディスク８１に記録す
る。
【００９４】検査を開始する時、内視鏡１０が洗浄有効
状態であるかを検査開始時にビデオプロセッサ１１の観
察モニタ１２でも確認することが可能である。図２０を
参照してそのステップを説明する。
【００９５】まず、内視鏡１０をビデオプロセッサ１１
に接続し、ビデオプロセッサ１１の電源を投入するとス
テップＳ１５に進む。ステップＳ１５では、サーバ４か
ら取得した最後の使用日と最後の洗浄日を比較してその
内視鏡１０は洗浄有効期間内かを判断する。最後の使用
日の方が後の場合、洗浄有効状態とは判定されず、ステ
ップＳ１８に進む。
【００９６】また、最後の使用日より最後の洗浄日が後
であっても、洗浄状態管理テーブルに記録された有効期
間内でない場合も洗浄有効状態と判定されず、ステップ
Ｓ１８に進む。最後の使用日より後に洗浄されており、
かつ有効期間内である時は洗浄有効状態と判定されるた
め、ステップＳ１６に進む。
【００９７】洗浄有効状態の場合、ステップＳ１６に進
み、観察モニタ１２に内視鏡機種名“使用可”というメ
ッセージが重畳される。患者データが入力されると検査
が開始されたと判定される。患者データはビデオプロセ
ッサ１１から画像記録再生装置３－ａを経てサーバ４へ
転送される様になっている。この後ステップＳ１７に進
む。
【００９８】ステップＳ１７では患者データがサーバ４
に転送されると、検査が開始されたと判定される為、Ｃ
ＰＵ７１の有するタイマ（不図示）で管理される時刻情
報を読み出して最後の使用日とし、洗浄状態管理テーブ
ルの該当する内視鏡１０の最後の使用日を更新する。更
新された洗浄状態管理テーブルは大容量ハードディスク
８１に記録される。ビデオプロセッサ１１では内視鏡機
種名ど使用可”というメッセージを消去し、処理を終了
する。
【００９９】ステップＳ１５で洗浄有効状態ではないと
判定された場合、ステップ１８に進み、ビデオプロセッ
サ１１では観察モニタ１２に内視鏡機種名“使用不可”
というメッセージが重畳される。使用者がキーボード４
９から操作を行うとそのメッセージは消去され、処理は
終了する。
【０１００】ここでは検査直前に内視鏡１０をビデオプ
ロセッサ１１に装着し、内視鏡１０のＥＥＰＲＯＭ３０
に保持される固有の情報から内視鏡１０を特定し、その
洗浄状態を確認して使用可能か否か判定した。
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【０１０１】使用者が検査予約装置７のキーボード１４
２またはマウス１４３から内視鏡１０の使用予定日を入
力して内視鏡１０が使用可能か、否か確認しても良い。
この場合、使用予定日を入力すると洗浄状態管理テーブ
ルが大容量ハードディスク８１から読み出されて検査予
約装置７に転送される。検査予約装置７では該当する内
視鏡１０の最後の使用日より最後の洗浄日が後であるこ
と、かつこの内視鏡１０の使用予定日が最後の洗浄日か
ら洗浄有効期間内である場合、ＰＣディスプレイ１４０
に「使用可能」との判定結果を表示する。またこの条件
に該当しない場合には「使用不可（洗浄が必要）」との
結果をＰＣディスプレイ１４０に表示する。
【０１０２】サーバ４には図１３に示す内視鏡使用状況
管理テーブルが記録されている。内視鏡１０を使用して
内視鏡検査を行う場合、この内視鏡使用状況管理テーブ
ルを使用して内視鏡１０の使用状況を管理するステップ
について、図２１を参照して説明する。
【０１０３】内視鏡システム２－ａのビデオプロセッサ
１１に内視鏡１０を接続し、ビデオプロセッサ１１の電
源を投入する。サーバ４ではＣＰＵ７１の制御により大
容量ハードディスク８１から内視鏡使用状況管理テーブ
ルのファイルを読み出しＲＡＭ７３上に保持する。
【０１０４】尚、内視鏡使用状況管理テーブルに記録さ
れる内視鏡機種名と製造番号は図１０の内視鏡管理テー
ブルと同一のものであり、図１９のステップＳ１２で内
視鏡管理テーブルに記録される時に、内視鏡使用状況管
理テーブルの内視鏡機種名と製造番号が同時に更新さ
れ、大容量ハードディスク８１に記録される様になって
いる。
【０１０５】最初のステップＳ２１で、ＣＰＵ２９の制
御により、内視鏡１０のＥＥＰＲＯＭ３０より、機種名
「Ｇ－３００」と製造番号「１２３－４５」のデータを
読み出す。読み出された機種名と製造番号のデータはＩ
／Ｆ４１よりビデオプロセッサ１１に入力される。内視
鏡１０のＥＥＰＲＯＭ３０には、製造時に図９（Ａ）に
示すデータが記録されているものとする。
【０１０６】内視鏡機種名と製造番号が呼び出されると
ステップＳ２２に進む。ビデオプロセッサ１１内のＣＰ
Ｕ４２では内視鏡抜き差し回数更新指示と内視鏡機種名
と製造番号を通信Ｉ／Ｆ４７から画像記録再生装置３－
ａに送信する。
【０１０７】画像記録再生装置３－ａでは内視鏡抜き差
し回数更新指示と内視鏡機種名と製造番号を通信Ｉ／Ｆ
６０で受信するとネットワークＩ／Ｆ６１からネットワ
ーク９上に出力する。画像記録再生装置３－ａから出力
された内視鏡抜き差し回数更新指示と内視鏡機種名と製
造番号はサーバ４のネットワークＩ／Ｆ７６で受信され
る。
【０１０８】サーバ４では内視鏡抜き差し回数更新指示
と内視鏡機種名と製造番号を受信すると、内視鏡機種名
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「Ｇ－３００」と製造番号「１２３－４５」から内視鏡
使用状況管理テーブルの内視鏡抜き差し回数を呼び出
す。ここでは内視鏡抜き差し回数は「０」であり、１を
加算し「１」を更新データとする。サーバ４では内視鏡
抜き差し回数のデータを更新すると内視鏡使用状況管理
テーブルを大容量ハードディスク８１に書き込む。
【０１０９】内視鏡使用状況管理テーブルの書き込みが
完了すると、ステップＳ２３に進む。ステップＳ２３で
は、ビデオプロセッサ１１のキーボード４９から、患者
データが入力されるまで待つ。患者データが入力される
と検査が開始されたと判断し、ステップＳ２４に進む。
【０１１０】ステップＳ２４では、患者データが入力さ
れるとビデオプロセッサ１１の通信Ｉ／Ｆ４７から画像
記録再生装置３－ａに送信する。画像記録再生装置３－
ａでは患者データを通信Ｉ／Ｆ６０で受信するとネット
ワークＩ／Ｆ６１からネットワーク９上に出力する。画
像記録再生装置３－ａから出力された患者データはサー
バ４のネットワークＩ／Ｆ７６で受信される。
【０１１１】サーバ４では患者データを受信すると、検
査が開始したと判定する。先に受信していた内視鏡機種
名「Ｇ－３００」と製造番号「１２３－４５」から内視
鏡使用状況管理テーブルの該当する検査数を呼び出す。
ここでは検査数は「０」であり、１を加算し「１」を更
新データとする。サーバ４では検査数のデータを更新し
た内視鏡使用状況管理テーブルを大容量ハードディスク
８１に書き込む。
【０１１２】また患者データが入力された時、検査が開
始されたと判定し、この時の時刻をＣＰＵ７１の有する
タイマ（不図示）で管理される時刻情報から取得し、検
査開始時刻としてＲＡＭ７３に保持する。
【０１１３】続けてステップＳ２５へ進む。ステップＳ
２５では、内視鏡１０のレリーズスイッチ２８が押下さ
れた時、レリーズ信号有りと判定するステップである。
レリーズ信号が入力されると画像記録再生装置３－ａで
はフレームメモリ５６に入力される画像を静止させ、画
像を記録する。ここでは内視鏡の使用頻度を測定するパ
ラメータのひとつとしてレリーズスイッチが押された回
数を計測する。
【０１１４】レリーズスイッチ２８が押下されるとステ
ップＳ２６に進む。レリーズスイッチが押下されたこと
は、ＣＰＵ２９で検知され、レリーズ信号としてＩ／Ｆ
３１から出力される。レリーズ信号はＩ／Ｆ４１からビ
デオプロセッサ１１に入力される。
【０１１５】ビデオプロセッサ１１のＲＡＭ４４上には
ＥＥＰＲＯＭ３０から内視鏡機種、製造番号を読み出し
ておき、これらのデータをレリーズ信号検知通知ととも
に、通信Ｉ／Ｆ４７から出力する。
【０１１６】レリーズ信号検知通知と内視鏡機種、製造
番号のデータは画像記録再生装置３－ａの通信Ｉ／Ｆ６
０で受信される。これらのデータは画像記録再生装置３
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－ａのネットワークＩ／Ｆ６１からネットワーク９上に
出力する。ネットワーク９に出力されたレリーズ信号検
知通知と内視鏡機種、製造番号のデータはサーバ４のネ
ットワークＩ／Ｆ７６で受信される。これらのデータを
受信すると、内視鏡使用状況管理テーブルのレリーズ回
数を更新し、大容量ハードディスク８１に書き込む。レ
リーズ回数を更新したら、ステップＳ２７に進む。この
ステップＳ２７ではキーボード４９から検査終了コマン
ドが入力されたか否かを判定する。
【０１１７】検査終了コマンドが入力されていない場合
はステップＳ２５に移り、前述のレリーズスイッチ２８
が押下されたか否か判定する処理へ戻る。検査終了コマ
ンドがキーボード４９から入力された場合には、ステッ
プＳ２８に進む。ビデオプロセッサ１１の通信Ｉ／Ｆ４
７より検査終了コマンドは画像記録再生装置３－ａに出
力される。
【０１１８】画像記録再生装置３－ａでは検査終了コマ
ンドが入力されると、検査終了処理を行う。検査終了処
理とはそれまでに入力された検査に関する患者データ、
検査画像等をデータベースとして構築していたものをク
ローズし、サーバ４に未転送の患者データ、検査画像が
画像記録再生装置３－ａ内にある場合には、サーバ４に
転送し、大容量ハードディスク８１に記録する処理であ
る。
【０１１９】検査終了処理を行っている時に、画像記録
再生装置３－ａから検査終了コマンドはサーバ４にも転
送される。サーバ４に検査終了コマンドが転送される
と、サーバ４のＣＰＵ７１は内蔵のタイマの時刻を読み
出し、その時刻を検査終了時刻とする。
【０１２０】ＲＡＭ７３にはステップＳ２４で検査開始
時刻が記憶されている。ＣＰＵ７１はこの検査開始時刻
を読み出し、検査終了時刻との差分を計算する。この計
算結果を検査時間とする。検査時間はほぼそのまま使用
時間と見なされる。そこで検査時間を内視鏡使用状況管
理テーブルの累積使用時間に加算し、更新した内視鏡使
用状況管理テーブルを大容量ハードディスク８１に記録
する。
【０１２１】ここでは、１回の内視鏡検査を通して同じ
内視鏡１０を使用するものとしたが、検査の途中で内視
鏡を交換することもある。その様な場合はステップＳ２
１～Ｓ２８の処理を途中で中断する。内視鏡１０が交換
されると、図２１の処理を最初から行う。但し、ビデオ
プロセッサ１１では入力された患者データをＲＡＭ４４
に保持しており、内視鏡１０を交換した後も観察モニタ
１２に表示するので、患者データをキーボード４９から
再度入力する必要はない。この様な場合はステップＳ２
３を飛ばして処理を行っても良い。
【０１２２】なお、検査中には図１４に示す内視鏡使用
状況ウインドウを検査予約装置７のＰＣディスプレイ１
４０上で確認できる。サーバ４には内視鏡システム２－
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ａ～２－ｃまた内視鏡洗浄装置８に接続される内視鏡１
０の管理Ｎｏ．または製造番号が通知されており、その
管理Ｎｏ．または製造番号を検査予約装置７にも通知す
る。この時、同時に推奨メンテナンス時期も送信する。
【０１２３】推奨メンテナンス時期についてはメンテナ
ンスまでの最大検査数、最大抜き差し回数、最大レリー
ズ回数、最大累積使用時間を内視鏡１０毎に設定し、こ
のいずれかの値に達する最も早い時期を算出する。
【０１２４】図１３に示すように例えばＮｏ．５の内視
鏡１０は検査数、抜き差し回数、レリーズ回数に対し累
積使用時間が長いため、最大累積使用時間に達するのが
最も早いものとする。Ｎｏ．５の内視鏡１０の使用開始
日「１９９８年９月１１日」とサーバ４から取得される
日付「１９９９年４月２日」と現在の累積使用時間「６
２４０Ｈ」から、最大累積時間「１００００Ｈ」に達す
る時期「１９９９年８月」を算出し表示する。
【０１２５】内視鏡１０は光源ランプ１６が供給した光
をコネクタ１５、操作部２１、挿入部２２を通し挿入部
２２の先端から観察部位に照射する。挿入部２２の先端
部２３に配置したＣＣＤ２６は照射された観察部位の映
像を電気信号に変換し、コネクタ１５を介しビデオプロ
セッサ１１に送出する。
【０１２６】ビデオプロセッサ１１はこの電気信号を信
号処理し、映像信号に変換してケーブル３８を介し観察
モニタ１２へ送出する。観察モニタ１２はこの画像をリ
アルタイムに表示する。これと同時にビデオプロセッサ
１１は前記映像信号を画像記録再生装置３－ａへ送出す
る。
【０１２７】検査中、ＣＰＵ４２はＩ／Ｆ４１を通して
内視鏡１０の接続を監視し、内視鏡１０が抜き差しされ
ると画像記録再生装置３－ａに通知する。操作部２１に
設けたレリーズスイッチ２８の操作によるレリーズコマ
ンドは画像記録再生装置３－ａへ送出される。 また、
画像記録再生装置３－ａはレリーズコマンドを受信する
と後述する作用により内視鏡画像を記録する。
【０１２８】画像記録を終了すると、キーボード４９の
入力手段によりビデオプロセッサ１１に検査終了を指示
する。ビデオプロセッサ１１は検査終了の指示を受ける
と検査終了コマンドを画像記録再生装置３－ａへ送出す
る。
【０１２９】次に画像記録再生装置３－ａがビデオプロ
セッサ１１で撮像した内視鏡画像を記録する作用につい
て説明する。まずビデオプロセッサ１１から送出された
患者情報は画像記録再生装置３－ａの通信Ｉ／Ｆ６０か
ら入力され、ハードディスク６３、またびネットワーク
Ｉ／Ｆ６１からサーバ４へ送信され、記録される。サー
バ４では入力された患者情報と、同時に入力される内視
鏡１０の管理Ｎｏ．を関連づけ、大容量ハードディスク
８１の患者情報データベースに登録する。
【０１３０】図２２は大容量ハードディスク８１の患者
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情報データベースを示す。図２２に示すように患者情報
データベースには内視鏡１０の管理Ｎｏが関連付けて記
憶される。図２２で例えば管理Ｎｏが１であると、その
内視鏡１０は図１０から機種名がＧ－２５０で製造番号
が０００－１１のものであることが分かる。図２２では
単に、管理Ｎｏのみで示したが、図１０のように機種
名、製造番号等を同時に表示させるようにしても良い。
このように大容量ハードディスク８１には内視鏡画像デ
ータと共に、その撮像に使用した内視鏡１０の識別情報
等が関連付けられて記憶される。このため、後述する図
１５に示す検査結果報告書を作成が簡単に行える。つま
り、患者情報データベースとその撮像に使用した内視鏡
等の情報が関連付けられて大容量ハードディスク８１に
一元的に管理されているので、検査結果報告書を簡単に
作成できる。
【０１３１】ビデオプロセッサ１１から送出された映像
信号はＡ／Ｄ変換器５１でデジタル信号に変換され、フ
レームメモリ５６に記録される。ここで通信Ｉ／Ｆ６０
でビデオプロセッサ１１から送出されるレリーズコマン
ドを受信すると、フレームメモリ５６に記録された映像
信号を画像圧縮伸張部５８へ転送し、画像圧縮処理を行
う。
【０１３２】ここでの画像圧縮処理は、圧縮率が１／２
から１／３の可逆圧縮画像、圧縮率が約１／１０の非可
逆圧縮画像、及び非可逆圧縮によるインデックス画像の
３種類の圧縮画像の作成を行う。可逆圧縮画像、非可逆
圧縮画像は内視鏡画像全体を記録したものであり、再生
される画像は同様のものである。
【０１３３】インデックス画像は内視鏡画像の一部を切
り取り、縮小処理したものであり、後述する再生作用の
際に内視鏡画像の選択のために一覧表示される。これら
３種類の圧縮画像はハードディスク６３、またネットワ
ークＩ／Ｆ６１からサーバ４へ送信され、先に記録した
患者情報データベースに関連づけられ、１検査単位で記
録される。
【０１３４】検査を終了し、ビデオプロセッサ１１が検
査の終了を指示する検査終了コマンドを画像記録再生装
置３－ａへ送出すると、検査終了コマンドは通信Ｉ／Ｆ
６０から入力され、ＣＰＵ５３へ送られる。ＣＰＵ５３
は検査終了コマンドを受信するとその検査に対する処理
を終了し、サーバ４に検査終了を通知する。
【０１３５】内視鏡検査中には、画像記録再生装置３－
ａでは内視鏡１０の抜き差し回数とレリーズ回数をカウ
ントする。また、検査時間の計測を行う、検査終了コマ
ンドが入力されると、内視鏡の管理Ｎｏ．または製造番
号とともに内視鏡１０の抜き差し回数とレリーズ回数、
検査時間をサーバ４に送出する。
【０１３６】ここでは“Ｎｏ．１”の内視鏡１０が使用
されたとすると、図１２の表の該当する最後の使用日は
「１９９９年４月２日」に更新される。サーバ４ではＣ
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ＰＵ７１が受信したデータに基づき、図１３の表の内視
鏡使用状況管理テーブルの抜き差し回数、レリーズ回
数、累積使用時間の更新を行う。
【０１３７】内視鏡検査が終了すると、内視鏡１０を内
視鏡洗浄装置８に接続し、洗浄を行う。内視鏡洗浄装置
８のＣＰＵ１５３では接続された内視鏡１０にＩ／Ｆ１
５２を介して通信を行い、ＥＥＰＲＯＭ３０から内視鏡
１０の管理Ｎｏ．または製造番号を取得する。続いて洗
浄制御部１６０より内視鏡１０の洗浄を行う。洗浄が完
了すると、内視鏡１０の管理Ｎｏ．または製造番号とと
もに洗浄完了をサーバ４に通知する。サーバ４では図１
２の表に示す、該当する内視鏡１０の最後の洗浄日を
「１９９９年４月２日」に更新する。
【０１３８】次に検査後に画像再生装置６で内視鏡画像
を再生する作用について説明する。使用者は、画像再生
装置６で再生する検査を選択する。検査の選択は患者
名、患者ＩＤ、検査日時、検査内容等の情報を基に行
う。検査日時を基に検索する場合、例えば、（ａ）所望
の検査が行われた年月日をキーボード１２７、あるいは
マウス１２８から入力し、入力した日の検査を一覧表示
する。（ｂ）その日から遡って１週間分の検査を一覧表
示する。
【０１３９】（ｃ）その日から遡って１ヶ月分の検査を
一覧表示する、等の方法で希望する検査が含まれる検査
群を観察モニタ１２に一覧表示し、その中から該当する
検査をキーボード１２７、あるいはマウス１２８により
選択する。また、患者ＩＤナンバを基に検索する場合、
検索の対象とする患者のＩＤナンバを入力すると、その
ＩＤナンバの患者の検査が全てＰＣディスプレイ１２３
に一覧表示される。その中から検査日時、検査内容等の
情報から該当する検査をキーボード１２７、あるいはマ
ウス１２８により選択する。
【０１４０】尚、検査の特定の方法は、他にも患者情報
として記録されている患者名、患者ＩＤナンバ、検査日
時、検査内容等の情報を任意に組み合わせて絞り込み検
索により行うものであってもよい。同一患者に対し、同
一検査日の検査が存在する場合、“上部”または“下部
２の検査種別または検査医師名を選択することによって
検査を選択できる。
【０１４１】該当する検査を特定すると、その検査のイ
ンデックス画像が観察モニタ１２５に一覧表示される。
このインデックス画像は、サーバ４または画像記録装置
５の光ディスク装置１０２から読み出される。画像再生
装置６はネットワークＩ／Ｆ１１９からインデックス画
像を受信し、受信したインデックス画像を画像伸張部１
１７において画像伸張処理される。次いで伸張したイン
デックス画像をフレームメモリコントローラ１１６によ
りフレームメモリ１１５に書き込み、観察モニタ１２５
に表示する。
【０１４２】使用者は、一覧表示されたインデックス画
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像の中から所望の画像をキーボード１２７、或いはマウ
ス１２８により選択する。選択されたインデックス画像
に対応する可逆圧縮画像、または非可逆圧縮画像はイン
デックス画像と同様にサーバ４、または光ディスク装置
１０２から読み出され、観察モニタ１２５上に拡大表示
される。
【０１４３】画像再生装置６ではサーバ４より画像とと
もに患者情報データベースを読み出し図１５に示す検査
結果報告書として表示することが可能である。図１１の
検査予約ウインドウに示す様に「１９９９年４月２日」
に「患者ＩＤ：０００００１」の検査が２検査実施され
た場合、検査日と検査種別から検査の絞り込みを行う。
【０１４４】ここでは“内視鏡機種Ｇ－２５０”が使用
された検査が“上部”の検査である。検査種別の“上
部”をキーボード１２７またはマウス１２８で選択する
ことにより、検査が選択される。同時に図１５の検査結
果報告書には「使用内視鏡：Ｇ－２５０」が自動的に入
力される。検査結果報告書の適用部位にカーソルを移動
すると、「食道、胃、十二指腸、大腸」等の適用部位の
中から内視鏡機種に適用される「食道、胃」が検査結果
報告書に表示される。「胃」を選択するとデータが確定
する。
【０１４５】また検査医師も「佐藤、石田、太田、山
田」のうち、内視鏡機種に適用される「佐藤、石田」の
みが表示され、表示された医師名から選択が可能とな
る。ここで選択したデータはサーバ４に送られ、大容量
ハードディスク８１内の患者情報データベースに登録さ
れる。
【０１４６】サーバ４に記録された画像は順次画像記録
装置５で、例えば１日１回、検査の行われない深夜など
に、自動的にバックアップ作業が行われる。このバック
アップ作業により、その日に行われたそれぞれの検査に
つき、サーバ４に記録された患者情報、可逆圧縮画像、
非可逆圧縮画像、インデックス画像の４種類のデータが
画像記録装置５に接続された光ディスク装置１０２へコ
ピーされる。
【０１４７】ただし、光ディスク装置１０２の容量を考
慮し、可逆圧縮画像のコピーの有無は使用者により任意
に設定可としても良い。この光ディスク装置１０２へコ
ピーされた情報は消去されることなく保存される。さら
に光ディスク装置１０２を増設することにより、検査数
の増加に対しても対応する事が出来る。一方、サーバ４
に記録された情報は、記録容量が上限に達しないよう、
古い情報から順に消去される。
【０１４８】光ディスクが複数枚ある場合に、特定の検
査を選択し、特定の光ディスクに記録する設定を行う。
ここでは特定の光ディスクは“ディスクＮｏ．１”と
し、それ以外の検査はディスクＮｏ２以降に順次記録を
行う。
【０１４９】図１６の表に特定の検査を指定する検査指
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定テーブルを示す。このテーブルはサーバ４の大容量ハ
ードディスク８１に記録されており、画像再生装置６に
読み出しＰＣディスプレイ１２３上に表示して編集する
ことができる。光ディスク装置１０２に記録する時に
は、このテーブルに設定されたデータと大容量ハードデ
ィスク８１内の患者情報データベースの比較を行う。
「患者ＩＤ：０００００１」かつ「病名：胃ガン」のデ
ータはディスクＮｏ．１に記録される。例えば図１５の
検査結果報告書で「病名：胃ガン」を入力した場合に
は、この検査データはディスクＮｏ．１に記録される。
【０１５０】画像再生装置６で画像の検索を行う時、ま
ず検査指定テーブルでの照合を行う。その結果“ディス
クＮｏ．１”に該当する画像ありと判定された場合はそ
の画像の検索を高速に行うことができる。ここで設定さ
れた特定の光ディスク“ディスクＮｏ．１”は光ディス
ク装置１０２の図示しない光ディスクドライブに優先的
にマウントされるものとすることで、指定された検査画
像のより高速な書き込み、読み出しを実現できる。
【０１５１】本実施の形態は以下の効果を有する。本実
施の形態は、内視鏡毎に固有の情報を持たせ、一元管理
することで、内視鏡の現在の使用状況、過去の使用来
歴、修理来歴、洗浄来歴等を総合的に管理できる。ま
た、内視鏡検査に使用しようとする内視鏡が洗浄されて
いて使用できるか否か、容易に把握することができる。
【０１５２】また、内視鏡毎の過去の使用状況からメン
テナンス時期を知ることができるため、内視鏡検査に対
するスムーズな運用がし易くなる。現在の検査で使用し
ている内視鏡もすぐに確認でき、これも内視鏡検査の運
用に有効である。
【０１５３】また、内視鏡種別と検査種別を関連づけ、
検査で使用した内視鏡を判別することにより、検査にお
ける情報管理が容易になる。検査後の報告書作成を行う
際も内視鏡と検査がリンクしているため検査の選択が容
易になり、またデータも検査種別毎に絞り込みが行える
ため報告書の作成もスムーズに行うことができる。
【０１５４】検査後に画像の記録を行う際にはキーワー
ドを用いて特定の検査のみ選別して光ディスクに保存で
きるため、特定画像を抜き出し検索を行う際には検索を
高速かつスムーズに行える。
【０１５５】内視鏡の登録は内視鏡画像ファイリングシ
ステムに接続する前に登録を済ませるばかりでなく、内
視鏡画像ファイリングシステムから自動的に行うことも
可能であり、作業者の手間をかけずに誤入力も防止でき
る。
【０１５６】次に本発明の第２の実施の形態を図２３及
び図２４を参照して説明する。本実施の形態は内視鏡シ
ステムとレンタルボックスを組み合わせ、内視鏡がレン
タルされた場合等にその使用頻度を把握し、修理や交換
などのメンテナンス対応を行うための管理情報とするも
のである。
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【０１５７】図２３は内視鏡画像ファイリングシステム
１′の構成図、図２４はレンタルボックス１７０の構成
を示すブロック図である。内視鏡画像ファイリングシス
テム１′は内視鏡システム２－ｄと、この内視鏡システ
ム２－ｄを接続して使用されるレンタルボックス１７０
とから構成され、内視鏡システム２－ｄは図１の内視鏡
システム２－ａ～２－ｃと同様の構成であるため、その
説明を省略する。
【０１５８】図２４に示すようにレンタルボックス１７
０はネットワークによる通信機能を使用しないため、図
３に示す画像記録再生装置３－ａからネットワークＩ／
Ｆ６１を省略した構成となる。つまり、ビデオプロセッ
サ１１の映像出力端から送出された標準的な映像信号が
入力され、Ａ／Ｄ変換するＡ／Ｄ変換器１７１と、デジ
タルの映像信号をＤ／Ａ変換するＤ／Ａ変換器１７２
と、バス１８１に接続されたＣＰＵ１７３、ＲＯＭ１７
４、ＲＡＭ１７５、フレームメモリ１７６、フレームメ
モリコントローラ１７７、画像圧縮伸張部１７８、ハー
ドディスクコントローラ１７９、通信Ｉ／Ｆ１８０と、
そしてハードディスクコントローラ１７９に接続された
ハードディスク１８２からなる。
【０１５９】上述のように図３の画像記録再生装置３－
ａからネットワークＩ／Ｆ６１を省略した構成であり、
ネットワークを介しての動作以外は図３の画像記録再生
装置３－ａと同様に機能であるのでその説明を省略す
る。レンタルボックス１７０には図１３に示す内視鏡使
用状況管理テーブルが記録されている。内視鏡１０を使
用して内視鏡検査を行う場合、この内視鏡使用状況管理
テーブルを使用して内視鏡１０の使用状況を管理するス
テップについて、図２１を使用して説明する。
【０１６０】内視鏡システム２－ｄのビデオプロセッサ
１１に内視鏡１０を接続し、ビデオプロセッサ１１の電
源を投入する。レンタルボックス１７０ではＣＰＵ１７
３の制御によりハードディスク１８２から内視鏡使用状
況管理テーブルのファイルを読み出しＲＡＭ１７５に保
持する。
【０１６１】尚、内視鏡使用状況管理テーブルに内視鏡
機種名と製造番号を記録するステップは、サーバ４の内
視鏡使用状況管理テーブルに記録されるステップと同様
である。内視鏡１０を初めて使用する時に、内視鏡使用
状況管理テーブルの内視鏡機種名と製造番号が同時に更
新され、ハードディスク１８２に記録されるようになっ
ている。
【０１６２】ステップＳ２１で、ＣＰＵ２９の制御によ
り、内視鏡１０のＥＥＰＲＯＭ３０より、機種名「Ｇ－
３００」と製造番号「１２３－４５」のデータを読み出
す。読み出された内視鏡機種名と製造番号のデータはＩ
／Ｆ４１によりビデオプロセッサ１１に入力される。内
視鏡１０のＥＥＰＲＯＭ３０には、製造時に図９（Ａ）
に示すデータが記録されているものとする。
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【０１６３】内視鏡機種名と製造番号が読み出されると
ステップＳ２２に進む。ビデオプロセッサ１１内のＣＰ
Ｕ４２では内視鏡抜き差し回数更新指示と内視鏡機種名
と製造番号を通信Ｉ／Ｆ４７からレンタルボックス１７
０に送信する。レンタルボックス１７０の通信Ｉ／Ｆ１
８０で内視鏡抜き差し回数更新指示と内視鏡機種名と製
造番号を受信すると、内視鏡機種名「Ｇ－３００」と製
造番号「１２３－４５」から内視鏡使用状況管理テーブ
ルの内視鏡抜き差し回数を読み出す。ここでは、内視鏡
抜き差し回数は「０」であり、１を加算し、「１」を更
新データとする。レンタルボックス１７０では内視鏡抜
き差し回数のデータを更新すると、内視鏡使用状況管理
テーブルをハードディスク１８２に書き込む。
【０１６４】内視鏡使用状況管理テーブルの書き込みが
完了すると、ステップＳ２３に進む。ステップＳ２３で
は、ビデオプロセッサ１１のキーボード４９から、患者
データが入力されるまで待つ。患者データが入力される
と検査が開始されたと判断し、ステップＳ２４に進む。
ステップＳ２４では、患者データが入力されるとビデオ
プロセッサ１１の通信Ｉ／Ｆ４７からレンタルボックス
１７０の通信Ｉ／Ｆ１８０に送信する。
【０１６５】レンタルボックス１７０では患者データを
受信すると、検査が開始したと判定する。先に受信して
いた内視鏡機種名「Ｇ－３００」と製造番号「１２３－
４５」から内視鏡使用状況管理テーブルの該当する検査
数を読み出す。ここでは、検査数は「０」であり、１を
加算し「１」を更新データとする。レンタルボックス１
７０では検査数のデータを更新した内視鏡使用状況管理
テーブルをハードディスク１８２に書き込む。
【０１６６】また、患者データが入力された時、検査が
開始されたと判定し、この時の時刻をＣＰＵ１７３の有
するタイマ（図示せず）で管理される時刻情報から取得
し、検査開始時刻としてＲＡＭ１７５に保持する。
【０１６７】続けてステップＳ２５へ進む。ステップＳ
２５では、内視鏡１０のレリーズスイッチ２８押下され
た時、レリーズ信号有りと判定するステップである。レ
リーズ信号が入力されるとレンタルボックス１７０では
フレームメモリ１７６に入力される画像を静止させ、画
像を記録する。ここでは、内視鏡１０の使用頻度を測定
するパラメータの一つとしてレリーズスイッチが押され
た回数を計測する。
【０１６８】レリーズスイッチ２８が押下されるとステ
ップＳ２６に進む。レリーズスイッチ２８が押下された
ことは、ＣＰＵ２９で検知され、レリーズ信号としてＩ
／Ｆ３１から出力される。このレリーズ信号はＩ／Ｆ４
１からビデオプロセッサ１１に入力される。
【０１６９】ビデオプロセッサ１１のＲＡＭ４４上には
ＥＥＰＲＯＭ３０から内視鏡機種、製造番号を読み出し
ておき、これらのデータをレリーズ信号検知通知と共
に、通信Ｉ／Ｆ４７から出力する。

28
【０１７０】レリーズ信号検知通知と内視鏡機種、製造
番号のデータはレンタルボックス１７０の通信Ｉ／Ｆ１
８０で受信される。これらのデータを受信すると、内視
鏡使用状況管理テーブルのレリーズ回数を更新し、ハー
ドディスク１８２に書き込む。レリーズ回数を更新した
ら、ステップＳ２７に進む。ステップＳ２７ではキーボ
ード４９から検査終了コマンドが入力されたか否かを判
定する。
【０１７１】検査終了コマンドが入力されていない場合
はステップＳ２５に進み、前述のレリーズスイッチ２８
が押下されたか否か判定する処理へ戻る。検査終了コマ
ンドがキーボード４９から入力された場合には、ステッ
プＳ２８に進む。ビデオプロセッサ１１の通信Ｉ／Ｆ４
７より検査終了コマンドはレンタルボックス１７０の通
信Ｉ／Ｆ１８０に出力される。
【０１７２】レンタルボックス１７０では検査終了コマ
ンドが入力されると、検査終了処理を行う。検査終了処
理とはそれまでに入力された検査に関する患者データ、
検査画像等をデータベースとして構築していたものをク
ローズし、ハードディスク１８２に記録する処理であ
る。検査終了処理を行うと共に、レンタルボックス１７
０のＣＰＵ１７３は内蔵のタイマの時刻を読み出し、そ
の時刻を検査終了時刻とする。
【０１７３】ＲＡＭ１７５にはステップＳ２４で検査開
始時刻が記憶されている。ＣＰＵ１７３はこの検査開始
時刻を読み出し、検査終了時刻との差分を計算する。こ
の計算結果を検査時間とする。検査時間はほぼそのまま
使用時間と見なされる。そこで検査時間を内視鏡使用状
況管理テーブルの累積使用時間に加算し、更新した内視
鏡使用状況管理テーブルをハードディスク１８２に記録
する。
【０１７４】ここでは、１回の内視鏡検査を通して同じ
内視鏡１０を使用するものとしたが、検査の途中で内視
鏡１０を交換することもある。そのような場合はステッ
プＳ２１～Ｓ２８の処理を途中で中断する。内視鏡１０
が交換されると、図２１の処理を最初から行う。但し、
ビデオプロセッサ１１では入力された患者データをＲＡ
Ｍ４４に保持しており、内視鏡１０を交換した後も観察
モニタ１２に表示するので、患者データをキーボード４
９から再度入力する必要はない、このような場合はステ
ップＳ２３を飛ばして処理を行っても良い。
【０１７５】ここでは、内視鏡１０の使用頻度と共に画
像を記録するものとしたが、レンタルボックス１７０で
は画像の記録管理を行わず、使用頻度のデータの記録管
理のみ行うのであればＡ／Ｄ変換器１７１、Ｄ／Ａ変換
器１７２、フレームメモリ１７６、フレームメモリコン
トローラ１７７、画像圧縮伸張部１７８を省略しても構
わない。また、この場合大量のデータを記録する必要は
なくなるため、ハードディスク１８２の変わりにフラッ
シュメモリ等の不揮発性メモリを使用することもでき
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る。
【０１７６】本実施の形態によれば、内視鏡がレンタル
された場合にも、その使用頻度を把握でき、メンテナン
ス等をする管理情報に用いることにより、メンテナンス
等を的確に行うことができる。
【０１７７】［付記］
１．被検体内に挿入される内視鏡と、前記内視鏡に設け
られ該内視鏡自体を識別するための識別情報を出力する
識別情報出力手段と、前記内視鏡の固有の使用状況に関
する固有情報を発生する固有情報発生手段と、前記内視
鏡を介して取得された内視鏡画像データ、前記識別情報
出力手段で出力された前記識別情報、および前記固有情
報発生手段で発生された前記固有情報とを対応付けて記
憶する記憶手段と、を具備したことを特徴とする内視鏡
用データファイリングシステム。
【０１７８】１－１．内視鏡に設けられた識別情報出力
手段から前記内視鏡自体を識別するための識別情報を出
力する識別情報出力行程と、前記内視鏡の固有の使用状
況に関する固有情報を固有情報発生手段から発生する固
有情報発生行程と、前記内視鏡を介して取得された内視
鏡画像データ、前記識別情報出力手段で出力された前記
識別情報、および前記固有情報発生手段で発生された前
記固有情報とを対応付けて記憶手段に記憶する記憶行程
と、を具備したことを特徴とする内視鏡用データファイ
リング方法。
【０１７９】２．被検体内に挿入される内視鏡と、前記
内視鏡に設けられ該内視鏡自体を識別するための識別情
報を出力する識別情報出力手段と、前記内視鏡に固有の
洗浄に関する固有情報を発生する固有情報発生手段と、
前記内視鏡を介して取得された内視鏡画像データ、前記
識別情報出力手段で出力された前記識別情報、および前
記固有情報発生手段で発生された前記固有情報とを対応
付けて記憶する記憶手段と、を具備したことを特徴とす
る内視鏡用データファイリングシステム。
【０１８０】２－１．内視鏡に設けられた識別情報出力
手段から前記内視鏡自体を識別するための識別情報を出
力する識別情報出力行程と、前記内視鏡に固有の洗浄に
関する固有情報を固有情報発生手段から発生する固有情
報発生行程と、前記内視鏡を介して取得された内視鏡画
像データ、前記識別情報出力手段で出力された前記識別
情報、および前記固有情報発生手段で発生された前記固
有情報とを対応付けて記憶手段に記憶する記憶行程とを
具備したことを特徴とする内視鏡用データファイリング
方法。
【０１８１】３．被検体内に挿入される内視鏡と、前記
内視鏡に設けられ該内視鏡自体を識別するための識別情
報を出力する識別情報出力手段と、前記内視鏡に固有の
使用頻度に関する固有情報を発生する固有情報発生手段
と、前記内視鏡を介して取得された内視鏡画像データ、
前記識別情報出力手段で出力された前記識別情報、およ
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び前記固有情報発生手段で発生された前記固有情報とを
対応付けて記憶する記憶手段と、を具備したことを特徴
とする内視鏡用データファイリングシステム。
【０１８２】３－１．内視鏡に設けられた識別情報出力
手段から前記内視鏡自体を識別するための識別情報を出
力する識別情報出力行程と、前記内視鏡に固有の使用頻
度に関する固有情報を固有情報発生手段から発生する固
有情報発生行程と、前記内視鏡を介して取得された内視
鏡画像データ、前記識別情報出力手段で出力された前記
識別情報、および前記固有情報発生手段で発生された前
記固有情報とを対応付けて記憶手段に記憶する記憶行程
と、を具備したことを特徴とする内視鏡用データファイ
リング方法。
【０１８３】４．内視鏡毎に設けられ、内視鏡毎に異な
る固有の情報を保持する記憶手段と、前記内視鏡から前
記固有の情報を取得するとともに内視鏡画像または検査
データを入力する画像入力手段と、前記内視鏡を洗浄を
行うとともに前記固有の情報とともに内視鏡の洗浄結果
を取得する洗浄手段と、前記画像入力手段または洗浄手
段が少なくとも１つ接続され、前記内視鏡毎に異なる固
有の情報と内視鏡検査データまたは洗浄結果データを関
連づけて記録するデータ記録手段と、を有することを特
徴とした内視鏡用データファイリングシステム。
（作用・効果）付記４の構成により、内視鏡毎に検査と
洗浄の管理を行うことができる。
【０１８４】４－１．前記画像入力手段で組み合わせ使
用される内視鏡の固有の情報から、使用中の内視鏡を判
定し表示する表示手段を設けたことを特徴とする付記４
記載の内視鏡データファイリングシステム。
（作用・効果）付記４－１の構成により、内視鏡検査で
使用している内視鏡を容易に把握できる。
【０１８５】４－２．前記内視鏡の使用頻度として、検
査回数、画像入力手段への脱着回数、画像の記録指示回
数の少なくともいずれかひとつを内視鏡毎に計数し、記
録し管理するデータ記録手段を設けたことを特徴とする
付記４記載の内視鏡データファイリングシステム。
（作用・効果）付記４－２の構成により、内視鏡の使用
頻度を管理することができる。
【０１８６】４－３．前記内視鏡の使用頻度より、内視
鏡の寿命またはメンテナンス時期を算出するデータ算出
手段を設けたことを特徴とする付記４記載の内視鏡デー
タファイリングシステム。
（作用・効果）４－３の構成により、内視鏡の寿命やメ
ンテナンス時期を把握できる。
【０１８７】４－４．前記内視鏡の検査種別を含む検査
データを入力するデータ入力手段と内視鏡と検査種別を
関連づけることにより、前記検査データと内視鏡画像及
び検査で使用した内視鏡を関連づけて記録する記録手段
を設けたことを特徴とする付記４記載の内視鏡データフ
ァイリングシステム。
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（作用・効果）４－４の構成により、使用した内視鏡か
ら検査種別を判定し記録を行うことができる。
【０１８８】４－５．前記内視鏡と検査種別を関連づけ
ることにより、内視鏡検査に関連するデータを検査種別
により絞り込みデータ入力を行うデータ入力手段を設け
たことを特徴とする付記４記載の内視鏡データファイリ
ングシステム。
（作用・効果）４－５の構成により、データの入力を簡
便に行えることができる。
【０１８９】４－６．内視鏡毎に洗浄結果を確認し、内
視鏡が清潔か否か判定する洗浄状態判定手段を設けたこ
とを特徴とする付記４記載の内視鏡データファイリング
システム。
（作用・効果）４－６の構成により、内視鏡の洗浄状態
を把握できる。
【０１９０】４－７．内視鏡検査日及び内視鏡洗浄日を
取得する内視鏡使用日取得手段と内視鏡洗浄後に清潔状
態を保つ洗浄有効期間を設定する設定手段と内視鏡検査
日と内視鏡洗浄日と洗浄有効期間とから内視鏡の洗浄状
態を判定する洗浄状態判定手段とを設けたことを特徴と
する付記４－６記載の内視鏡データファイリングシステ
ム。
（作用・効果）４－７の構成により、内視鏡の洗浄状態
を把握できる。
【０１９１】４－８．内視鏡毎に設けられ、内視鏡毎に
異なる固有の情報を読み取る読み取り手段と前記読み取
り手段の読み取り結果により、固有の情報が書き込まれ
ていないと判定した場合には内視鏡毎に異なる固有の情
報の書き込みを行う書き込み手段とを設けたことを特徴
とする付記４記載の内視鏡データファイリングシステ
ム。
（作用・効果）４－８の構成により、内視鏡固有の情報
の書き込みを自動的に行い誤入力を防止できる。
【０１９２】４－９．内視鏡毎に設けられ、内視鏡毎に
異なる固有の情報を読み取る読み取り手段と前記読み取
り手段の読み取り結果により、固有の情報が書き込まれ
ていないと判定した場合には内視鏡毎に異なる固有の情
報の書き込みを行う書き込み手段とを設けたことを特徴
とする付記４記載の内視鏡データファイリングシステ
ム。
（作用・効果）４－９の構成により、特定の検査画像を
選定し管理できる。また、ここで選定した画像の高速検
索も可能となる。
【０１９３】５．複数の内視鏡と、複数の識別情報出力
手段と、複数の固有情報発生手段と、これらの手段とネ
ットワークで接続される記憶手段とを有する付記１、
２、３のいずれか記載の内視鏡データファイリングシス
テム。
６．内視鏡と、識別情報出力手段と、固有情報発生手段
と、これらの手段と１対で接続される記憶手段とを有す
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る付記３記載の内視鏡データファイリングシステム。
【０１９４】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、被
検体内に挿入されると共に、内視鏡システムに接続され
て用いられる内視鏡と、前記内視鏡に設けられ、該内視
鏡の固有の情報を予め保持すると共に、新たな固有の情
報の保持が可能な情報保持手段と、前記内視鏡に設けら
れ、前記情報保持手段が予め保持する前記内視鏡の固有
の情報の中から該内視鏡自体を識別するための識別情報
を出力する識別情報出力手段と、前記出力された識別情
報に対応する前記内視鏡の使用状況に関する情報を前記
内視鏡が接続された内視鏡システムを介して取得し、取
得した情報を該内視鏡の使用状況に関する固有の来歴情
報データとして発生する来歴情報発生手段と、前記内視
鏡を介して取得された内視鏡画像データの記憶が可能な
記憶手段と、前記内視鏡を介して取得された内視鏡画像
データ、前記識別情報出力手段で出力された前記識別情
報、及び前記来歴情報発生手段で発生された前記来歴情
報データとを対応付けて前記記憶手段に格納することに
より複数の内視鏡システムに接続される各内視鏡の一元
的管理を可能とすると共に、前記識別情報に対応する前
記来歴情報データを前記内視鏡の接続された内視鏡シス
テムを介して前記情報保持手段に出力するように制御す
る制御手段とを具備しているので、内視鏡自体を識別す
るための識別情報によって各内視鏡毎に、その内視鏡に
固有の使用状況を把握でき、内視鏡検査のスムーズな運
用が可能になる。
【０１９５】また、本発明によれば、被検体内に挿入さ
れると共に、内視鏡システムに接続されて用いられる内
視鏡と、前記内視鏡に設けられ、該内視鏡自体を識別す
るための識別情報を出力する識別情報出力手段と、前記
出力された識別情報に対応する前記内視鏡の使用状況に
関する情報を取得し、取得した情報を該内視鏡の使用状
況に関する固有の来歴情報データとして発生する来歴情
報発生手段と、前記内視鏡の使用に伴い該内視鏡の使用
時刻情報を自動発生する時刻発生手段と、前記時刻発生
手段の発生する使用時刻情報に前記内視鏡を介して取得
された内視鏡画像データを関連付けると共に、該内視鏡
画像データ、前記識別情報出力手段で出力された前記識
別情報、及び前記来歴情報発生手段で発生された前記来
歴情報データとを対応付けて記憶する記憶手段とを具備
しているので、内視鏡自体を識別するための識別情報に
よって各内視鏡毎に、その内視鏡の使用に伴う該内視鏡
の使用時刻情報を把握でき、内視鏡検査のスムーズな運
用が可能になる。
【０１９６】また、前記来歴情報発生手段は、前記内視
鏡を洗浄し該洗浄に関する固有情報を発生する内視鏡洗
浄装置であり、前記固有の使用状況に関する固有データ
は、使用頻度に関する固有データであるから、内視鏡に
固有の洗浄に関する情報を把握でき、更に、内視鏡に固
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有の使用頻度に関する情報を把握できるので、内視鏡検
査のスムーズな運用が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態の内視鏡用画像デー
タファイリングシステムの構成図。
【図２】内視鏡システムの構成を示す構成図。
【図３】画像記録再生装置の構成を示すブロック図。
【図４】サーバの構成を示すブロック図。
【図５】画像記録装置の構成を示すブロック図。
【図６】画像再生装置の構成を示すブロック図。
【図７】検査予約装置の構成を示すブロック図。
【図８】内視鏡洗浄装置の構成を示すブロック図。
【図９】各内視鏡のＥＥＰＲＯＭに予め書き込まれた固
有の情報の１例及び内視鏡システムに接続してＥＥＰＲ
ＯＭに書き込まれる情報の１例を示す図。
【図１０】サーバの大容量ハードディスクの管理テーブ
ルの内容の具体例を示す図。
【図１１】予約検査装置の検査予約内容の具体例を示す
図。
【図１２】サーバの大容量ハードディスクの洗浄状態管
理テーブルの内容の具体例を示す図。
【図１３】サーバの大容量ハードディスクの内視鏡使用
状況管理テーブルの内容の具体例を示す図。
【図１４】検査予約装置に表示される内視鏡使用状況の
具体例を示す図。
【図１５】画像再生装置により表示される検査報告書の
具体例を示す図。
【図１６】特定の検査に対応する検査指定テーブルの具
体例を示す図。
【図１７】内視鏡の製造完了時に内視鏡データを登録す
る処理を示すフローチャート図。
【図１８】内視鏡内の不揮発性メモリに固有の情報を書
き込む場合の処理を示すフローチャート図。
【図１９】内視鏡データを書き込んで内視鏡管理テーブ
ルを生成する処理を示すフローチャート図。
【図２０】洗浄状態の確認を行う処理を示すフローチャ
ート図。 *
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*【図２１】内視鏡の使用状態を管理する処理を示すフロ
ーチャート図。
【図２２】患者情報データベースが内視鏡の管路Ｎｏと
関連付けられて記憶されることを示す図。
【図２３】本発明の第２の実施の形態の内視鏡用画像デ
ータファイリングシステムの構成図。
【図２４】レンタルボックスの構成を示すブロック図。
【符号の説明】
１…内視鏡用データファイリングシステム
２－ａ，２－ｂ，２－ｃ…内視鏡システム
３－ａ，３－ｂ，３－ｃ…画像記録再生装置
４…サーバ
５…画像記録装置
６…画像再生装置
７…検査予約装置
８…内視鏡洗浄装置
９…ネットワーク
１０…内視鏡
１１…ビデオプロセッサ
１２…観察モニタ
１３…光源部
１４…信号処理部
１５…コネクタ
１６…光源ランプ
１８…ライトガイド
２１…操作部
２２…挿入部
２６…ＣＣＤ
２８…レリーズスイッチ
２９，４２，７１，９１，１１１，１３１，１５３…Ｃ
ＰＵ
３０…ＥＥＰＲＯＭ
３１，４１…Ｉ／Ｆ
４７，６０…通信Ｉ／Ｆ
６１，７６，９６，１３６，１５８…ネットワークＩ／
Ｆ
８１…大容量ハードディスク

【図１】 【図１０】
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